
令和５年度 志賀町奨学資金貸付のしおり 

 

志賀町奨学資金は、高等学校（盲学校、ろう学校及び特別支援学校の高等部を含む）、大学、高

等専門学校及び専修学校（修業年限が２年以上の専門課程）に修学しようとする方で、経済的理由

により修学することが困難な方に対して奨学資金を貸付し、もって有為な人材を育成することを目

的としています。 
 

１．奨学資金の種類と貸付額（貸付は無利子です） 

  （１）高等学校及び高等専門学校奨学金     月額 １２，０００円 

  （２）大学及び専修学校奨学金  （Ａ）国公立 月額 ３６，０００円 

                  （Ｂ）私 立 月額 ４８，０００円 

 

２．貸付の資格 

  （１）貸付を受ける方及び保護者が、１年以上町内に居住していること。 

    ただし、修学のため申請者が町外に居住する場合は認めます。 

  （２）学資を支払うことが困難であり、同一世帯の父と母またはそれに代わる方の前年中の総

所得金額が５００万円以下であること。ただし、大学修学生が２人以上になる場合は総

所得金額が７００万円以下であること。※所得とは収入から必要経費を差引いたもの 

（３）同一世帯の父と母またはそれに代わる方が町税について滞納がないこと。 

 

３．貸付期間 

  正規の修業年限とします。 

 

４．貸付の申請 

  奨学資金貸付申請書に次の書類を添えて提出して下さい。 

(1) 世帯全員の住民票 申請者、保護者分（本籍等省略していないもの） 

（役場住民課窓口又は富来支所総合窓口係で交付） 

(2) ①推薦調書 在学する（新１年生の場合は卒業した）学校の長または学部長     

の証明（同封の用紙） 

   ②成績証明書 

  （開封無効・封筒おもてに『推薦調書及び成績証明書在中』と明記） 

(3) 手書きの作文 テーマ「今、学びたいことと自分の将来について」 

（６００字以上８００字以内） 

    同封の原稿用紙の１枚目・１行目に学校名及び氏名を明記 

(4) 申請者本人の上半身写真（タテ３センチ×ヨコ２．５センチ） 

３ヶ月以内に撮影したもの 

(5) 令和４年度 納税証明書 同一世帯の父と母またはそれに代わる方の分 

  （役場税務課窓口又は富来支所総合窓口係で交付） 

(6) 令和５年度 町県民税（所得・課税）証明書 同一世帯の父と母またはそれに代わる方の

分（役場税務課窓口又は富来支所総合窓口で交付） 

    ※ (6)については、６月１日～９日の間に取り寄せて下さい。 

 



 

 

◎ 申請書類の提出 

  提出期限  令和５年６月９日(金)必着 

  提 出 先  志賀町教育委員会学校教育課又は富来支所総合窓口 

（添付書類に不足のあるもの、所定欄に的確な記入のないものは、判定材料を欠く

ものとして、受理しないことがあります。） 

  

 

５．貸付の決定 

（１）奨学資金選考委員会に諮り、貸付予定者を決定し通知します。 

（２）通知を受けた方の提出書類 

① 在学証明書 

② 連帯保証人の住民票・印鑑証明書・納税証明書 

③ 本人、保護者及び連帯保証人が連署した誓約書 

④ 奨学資金振込口座届 

  期限までに提出がない時は、貸付確定が行われず奨学金も交付されないので注意して下

さい。 

（３）誓約書及び添付書類の提出があったときは、貸付を確定し奨学金交付が開始されます。 

 

６．貸付の方法 

  奨学金は、毎月２６日（休日等のときはその翌日）に奨学生本人名義の口座に振り込みます。

ただし、新規貸付者の４～６月分は、７月に振り込みとなります。 

 

７．借用証書の提出 

  奨学資金の貸付期間が満了したとき、または奨学資金の貸付の打切（退学、貸付の辞退等）が

あったときは、貸付を受けた額について、保護者及び連帯保証人が連署した借用証書を提出しな

ければなりません。 

 

８．奨学資金の返還 ※別紙参照 

  返還は貸付終了後、貸付を受けた期間に２を乗じた期間以内に、月賦で返還しなければなりま

せん。なお、正当な理由がなく返還を遅延したときは、延滞利子を支払わなければなりません。 

 

９．届出 

  奨学生は次のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類を添えて、届出しなければ

なりません。（休学、復学、転学、卒業、貸付の辞退、停学、保護者及び連帯保証人の氏名・住

所変更、本人の氏名・住所変更等） 

    

           奨学資金についてのお問い合わせ先 

志賀町教育委員会学校教育課 

   TEL０７６７－３２－９１１６（直通） 


